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医療費の自己負担限度額が引き上げられます
◆７０歳未満の方

現金給付（出産育児一時金）の見直しを行います

■問い合わせ
国東市役所　市民健康課　　　　☎0978725166　　　武蔵総合支所　地域市民健康課　☎0978681113
国見総合支所　地域市民健康課　☎0978821112　　　安岐総合支所　地域市民健康課　☎0978671114

平成18年9月まで 平成18年10月から

平成18年9月まで 平成18年10月から

◆７０歳以上の方 （老人保健対象者も含む）

◆出産育児一時金

平成18年9月まで 平成18年10月から

３０万円 ３５万円

少子化対策の一環で、出産育児一時金が現行30万円から35万円に引き上げられます。

１３９,８００円 + 〈医療費〉 × 1%
（７７，７００円）

  ７２,３００円 + 〈医療費〉 × 1%
（４０，２００円）

３５,４００円
（２４，６００円）

上位所得者

一　　　般

低所得者
（住民税非課税）

８０,１００円 + 
〈医療費〉× 1%
（４４,４００円）

４４,４００円
２４,６００円

１５,０００円

４４,４００円

１２,０００円

８,０００円

一定以上所得者

一　　　般

１５０,０００円 + 〈医療費〉 × 1%
（８３，４００円）

  ８０,１００円 + 〈医療費〉 × 1%
（４４，４００円）

３５,４００円
（２４，６００円）

上位所得者

一　　　般

低所得者
（住民税非課税）

外来
（個人ごと）

７２,３００円 + 
〈医療費〉× 1%
（４０,２００円）

４０,２００円
２４,６００円

１５,０００円

４０,２００円

１２,０００円

８,０００円

一定以上所得者

一　　　般
Ⅱ

Ⅰ低所得者

（　　　）課 税 所 得
１４５万円以上 （　　　）課 税 所 得

１４５万円以上

住民税
非課税（  　）年 金 収 入

８０万円以下等（  　）

Ⅱ

Ⅰ低所得者
住民税
非課税（  　）年 金 収 入

８０万円以下等（  　）

外　来
（個人ごと）

外来＋入院
（世帯単位）

自己負担限度額

外来＋入院
（世帯単位）

自己負担限度額

（注１）金額は１月当たりの限度額。（　　　）内の金額は、多数該当（過去12ヶ月に３回以上高額療養費又は高額医療費の支給
を受け４回目以降の支給に該当）の場合。

（注２）〈医療費〉は全体の医療費から、定額の限度額に対応する医療費を控除した額。
（注３）公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止に伴い、新たに現役並み所得者に移行する70歳以上の方は、平成18年８月か

ら２年間、自己負担限度額を一般並みに据え置きます。

※人工透析を要する上位所得者については、自己負担限度額が１万円から２万円に引き上
げられます。（上位所得者：基礎控除後の総所得金額が670万円を超える世帯）


